
生涯にわたり
食育の実践を
つづけましょう！

■今後、４年間で特に重点的に取り組むべき４つの基本方針（重点課題）と、７つの施策展開のテー

マを設定し、２５の基本施策を展開します。

■施策展開のテーマの１～５は、主に市町村をはじめ地域の多様な食育の担い手による施策で

す。６と７は県の役割として１～５の施策を支える施策として位置づけています。
■社会経済構造や国民の食に関する価値観など「食」をめぐる状況が変化し、食生活のあり方も多様化している中で、核家族化の進展や

地域社会の弱体化などにより、食の大切さに対する意識が希薄化しています。また、健全な食生活や古くから各地で育まれてきた多

彩な地域の食文化が失われつつあることが危惧されています。

■県民の食生活の現状は、食塩等の過剰摂取や野菜の摂取不足などの栄養等の偏り、朝食の欠食に代表されるような食習慣の乱れ、

またこれらに起因する肥満や生活習慣病、過度の痩身や低栄養等の問題も指摘されています。

■食品の安全性に関わる国内外の事案は相変わらず発生し、県民の関心は依然として高まっています。その一方で、マスメディア等を

通じて食に関する情報が氾濫しており、食品の安全性の確保と県民の理解の促進を図る必要があります。

■さらに、食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深ま

る取組を通して、食料問題を検討していく視点も必要となっています。

第１次計画：食育の周知

４つの基本方針（重点課題）

① 家庭における食育若い世代への食育の推進
１ 子どもの基本的な生活習慣の形成における食育
２ 妊産婦や乳幼児に関する栄養・食生活指導
３ 子どもや若い世代の育成支援における食育

●生涯を通じた間断のない
　食育には、若い世代が重要

多様な暮らしを支える
食育の推進
●家庭における子どもへの食育は、
　今後もさらに重要
●年齢やライフスタイルに応じた
   食育が重要

食の循環・環境に配慮した　
食育の推進
●日本の伝統的な地域の食文化の
　保護と継承が重要
●食と農業への理解促進が重要

食育を推進する
社会環境づくり

元気県ぐんま21推進会議

●食育推進ネットワーク体制の
   充実と強化が重要
●市町村が実効性のある食育を
　推進するための支援が重要

（群馬県地域・職域連携推進協議会）

② 学校･幼稚園･保育所･
　 認定こども園における食育
４ 学校における食に関する指導
５ 学校給食における食育の取組
６ スポーツのための食育
７ 食育を通じた健康状態の改善等の推進　 
８ 幼稚園・保育所・認定こども園における食育

④ 生産者と消費者との交流
　 環境と調和のとれた農業の活性化
14 豊かな体験活動・都市と農山村の交流活動の促進
15 地産地消の推進
16 食品リサイクルの推進と食品ロスの削減

⑥ 食品の安全性、栄養・食生活に関する調査、研究、情報提供
19 食品安全等に関する情報提供　 20 食品表示の理解促進　 　21 リスクコミニュケーションの推進 
22 実態調査の実施と活用

⑦ 食育推進運動の展開と社会環境づくり
23 食育推進運動の展開における連携・協力体制の確立　　24 家庭・地域・学校・企業等の食育の多様な担い手による連携・協働
25 市町村と一体となった食育推進運動の展開とそのための支援

③ 地域における食育
９  栄養バランスが優れた日本型食生活の実践
10 専門的知識を有する人材の養成・活用
11 健康づくりと生活習慣病の予防や改善
12 元気な高齢者のための食育
13 歯科保健活動における食育 

⑤ 食文化の継承のための活動
17 学校等の給食や地域の行事等による伝承活動
18 専門調理師等の活用における取組

施策展開の７つのテーマと25の基本施策

　地域の多様な関係者とのつながり・連携・協働

第２次計画：食育の周知から実践へ

食の大切さを理解し、食を通して豊かな人間性を育む

「食」で地域がつながり、地域が元気になり、県民の健康寿命延伸につながる食育の推進を目指す

基本理念

計画の目標

第３次計画：食育の実践から継続へ
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計画体系に基づいた推進体制（元気県ぐんま21推進会議・地域･職域連携推進協議会・食品安全審議会）
「群馬県健康増進計画（元気県ぐんま21）」及び「群馬県食品安全基本計画」の個別計画として、計画体系に基づき、庁内関係部局との連携、

調整を図り、総合的に食育行政を推進します。

多様な関係者との推進体制（食育推進会議・若い世代食育推進協議会・地域食育推進ネットワーク会議・地区地域・職域連携推進協
議会・ぐんま食育応援企業・食育推進リーダー）

県民、関係者、行政等の多様な実践主体が、それぞれの役割と責務を担い、相互に協力しながら、一体となって取り組みます。

計画に関する
お問い合せは？

群馬県健康福祉部保健予防課　〒３７１-８５７０　前橋市大手町１-１-１
電話：０２７-２２６-２４２７　ＦＡＸ：０２７-２２３-７９５０
E-mail：shokuiku@pref.gunma.lg.jp 詳しくはホームページを検索 ⇒ 検　索ぐんまの食育

■計画体系
（基本方針・施策展開のテーマ・基本施策）

計画の推進体制

社会全体の問題として捉え、総合的に対応するための社会環境の整備が重要

食をめぐる現状と課題

■県民一人ひとりが生涯にわたって、食を考える習慣を身につけ、食を大切にする心を持ち、心身ともに健康で、豊かな人間性を育む

ことができるよう、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための指針として、計画を策定しました。

■平成２８年度から平成３１年度の４か年

1. 策定の趣旨

2. 計画の位置づけ

地域保健 職域保健 関係団体・機関等

元気県ぐんま21推進会議幹事会

地区地域・職域連携推進協議会

地域食育推進ネットワーク会議　

庁内の関係課　

地域保健・職域保健・関係団体・機関等

市町村・地域機関（保健福祉・農業・教育・行政等）

食育推進検討部会

ワーキンググループ　

庁内の関係課・保健福祉事務所長会

庁内の関係課・保健福祉事務所　

群馬県食育推進会議
　 食育活動に取り組む団体等により構成

群馬県食品安全審議会
食品安全基本条例に基づき、基本
計画、施策等重要事項を諮問答申

若い世代食育推進協議会
ワーキンググループ・学識経験者･学生 

ぐんま食育応援企業  食育推進リーダー

協力体制
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男性

女性

平均寿命

60 65 70 75 80 85 90
（年）

健康寿命

県民の平均寿命と健康寿命の差（平成22年）

8.33 年

10.64 年

健康・食生活

食文化

・食塩の過剰摂取、野菜不足等の栄養バランスの偏り
・朝食の欠食に代表される食習慣の乱れ
・中でも、若い世代の食の問題の増加
・これらに起因する生活習慣病の増加

食料・農業
・食料自給率の低迷
・県産農林水産物の利用拡大や農業の重要性の理解が必要
・食品廃棄や食料資源のロスの増加
・生産から消費までの食の循環を実感する機会が必要

食の安全
・食の安全・安心への関心の高まり
・マスメディア等を通じて食に関する情報が氾濫
・食に関する正しい情報を適切に判断する力の必要性

・地域の郷土料理や伝統料理、行事食等、日本の伝統的な
 食文化の保護・継承が必要 
・食文化の伝承を担う人材や食文化に触れる機会の不足
・栄養バランスに優れた「日本型食生活」の普及が必要

「食」をめぐるさまざまな問題が依然として、各分野に顕在化

保健医療を取り巻く環境の変化

・世帯構造（家族形態）や生活の多様化
・単身世帯、ひとり親世帯、共働き世帯、
 生活困窮者世帯、ひとり暮し高齢者の増加

・少子高齢化が進展する中、医療費の適正化と社会給付費の延びの抑制が重要な課題
・外食や中食に関する食品事業者の多様化　・健康戦略として健康産業の育成の推進
・日本の伝統的な食文化「和食」がユネスコ無形文化遺産に登録

生活環境

平均寿命の延びを
健康寿命の延びが上回ることが必要

社会環境

健康寿命は、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活で
きる期間です。平均寿命と健康寿命の差は、日常生活に制限のある
「不健康な期間」を意味します。この差を短縮することが必要です。

計画体系

PDCAに基づいて策定

「第15次群馬県総合計画」を最上位計画とし、健康分野の最上位計画である「群馬県健康増進計画（元気県ぐんま21）」及び食品衛生

分野の最上位計画である「群馬県食品安全基本計画」の個別基本計画として位置づけています。

県民視点
食育は、家庭、学校、職域、地域等において推進されることが求められているが、その実践にあたっては、県民一人ひとりの共感と

自発的意思に基づくことが必要であり、県民視点を大切にした計画です。

法的関係
食育基本法第１７条第１項で規定する都道府県食育推進計画です。

3. 計画期間 

4. 策定の方針 

取り組む課題を重視した施策の展開

食育推進
施策

ターゲット層
活動シーン
の明確化

目標指標
改善・達成

食に関する
諸問題の解決

③ 課題の要因の
特定

② 優先すべき
社会・健康課題

①

実
態
把
握
・
課
題
分
析
を
重
視

総合的・計画的な施策の展開

食育を推進する体制の整備

第２次計画の成果と評価、県民の健康や食をめぐる現状

や諸問題を踏まえ、PDCAに基づいて策定しました。

取り組むべき課題を重視した施策展開の基本方針を定め

ました。

県と市町村との役割分担・支援
県民が生涯にわたり食育の実践をつづけるため、県と市

町村が役割を分担して推進します。また、県民により身近

な食育の実践の場である市町村における食育推進を支援

する計画とします。

第３次食育推進計画
「ぐんま食育こころプラン」
がスタートします！

計画の基本的事項

若い世代の食の現状
・朝食を食べないことがある割合が高い
・主食・主菜・副菜をそろえて食べる割合が低い
・自らが調理し、食事を作る頻度が低い
・栄養バランスに配慮した食生活の実践状況が低い

近年、食品の安全性を脅かす問題の発生
・県民が県に望む対策の重要度の上位
　「輸入食品の安全性確保」「食中毒対策」
　「食品検査体制の充実」「食品中の放射性物質対策」
　「農薬の使用・残留に関する農産物の安全性確保」

79.40

85.91
75.27

71.07

〈食育推進の体制〉


